
女性活躍推進法第２１条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表 

 

令和６年７月２４日 

山口県後期高齢者医療広域連合 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）

第２１条の規定に基づき、女性の職業選択に資する情報について、次のとおり公

表します。 

 

≪職業生活に関する機会の提供に関する実績≫ 

１ 職員に占める女性職員の割合 

区 分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

職員 ３０．８％ ２６．９％ ２６．９％ ３４．６％ 

会計年度任用職員 １００％ １００％ １００％ １００％ 

 

２ 採用試験の受験者の総数に占める女性の割合 

区 分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

会計年度任用職員 ８３．３％ ８２．４％ １００％ １００％ 

※広域連合の職員は、地方自治法（地方自治法昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７

の規定に基づき、県内市町から派遣された職員で構成されているため、広域連合での採用

は会計年度任用職員のみとなっている。 

 

３ 採用した職員に占める女性職員の割合 

区 分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

会計年度任用職員 １００％ １００％ １００％ １００％ 

 

４ 職員給与の男女別の差異 

区分 Ｒ５年度 

会計年度任用職員 －％（※） 

※給与支給対象である会計年度任用職員が全員女性のため、男女の差異なし 

 

５ 機会の提供に資する制度の概要 

〇セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況 

・セクハラ等対策のための一元的窓口を設置 

  



≪職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績≫ 

１ 男女別の育児休業取得率 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

職員（男性） ０％ ３３．３％ ３３．３％ ０％ 

職員（女性） 該当者無し 該当者無し 該当者無し 該当者無し 

※会計年度任用職員は該当者無し 

 

２ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得率 

ⅰ）男性職員の配偶者出産休暇取得率 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

職員 該当者無し ６６．７％ ０％ １００％ 

 

ⅱ）男性職員の育児参加のための休暇取得率 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

職員 該当者無し ０％ ０％ ０％ 

 

３ 超過勤務の状況（令和５年度） 

ⅰ）一人当たり一月当たりの平均超過勤務時間 

区分  

管理職以外 ３．７時間 

会計年度任用職員 ０時間 

 

ⅱ）上限を超えて勤務した職員数 

区分  

管理職以外 ０人 

会計年度任用職員 ０人 

 

４ 年次有給休暇の取得日数の状況（令和５年１月１日～令和５年１２月３１日） 

区分 平均取得日数 取得率 

取得日数が 

５日未満の 

職員割合 

職員 １５日 ７８．７％ ４．０％ 

会計年度任用職員 １０日 ９６．０％ ０％ 

※会計年度任用職員は令和５年４月１日から令和６年３月３１日 


